
　　　　　　　主　　　文

一　被告が昭和四六年八月一〇日にした
（一）　商標登録願昭和四四年第六〇三四〇号（商標出願公告昭和四六年第九六五
一号）に係る原告の昭和四六年四月一〇日付の商標登録異議申立
（二）　商標登録願昭和四四年第六〇三四一号（商標出願公告昭和四六年第九六五
二号）に係る原告の昭和四六年四月一〇日付の商標登録異議申立
に対する不受理処分を取り消す。
二　訴訟費用は、被告の負担とする。

　　　　　　　事　　　実

原告訴訟代理人は、主文と同旨の判決を求め、その請求の原因として次のとおり述
べた。
「一　訴外松下電器産業株式会社は、
（１）　昭和四四年七月八日商品の区分を第一一類として、標章を「ソロバツク」
とする商標登録願を被告に提出し、同日商標登録願昭和四四年第六〇三四〇号とし
て受理され、
（２）　右と同日に、商品の区分は前同様、標章を「ソロバツクス」とする商標登
録願を提出し、同日商標登録願昭和四四年第六〇三四一号として受理された。
二　特許庁審査官は、右（１）の記載の出願につき、商標第一六条の規定に基づい
て、昭和四五年一〇月二六日付で、（２）記載の出願につき、同じく同月二七日付
で出願公告をすべき旨の決定をし、被告は、商標法第一六条第二項に基づいて、前
記（１）記載の出願につき、昭和四六年二月一〇日商標出頭公告昭和四六年第九六
五一号で、前記（２）記載の出願につき、同日商標出願公告昭和四六年第九六五二
号で、商標公報に掲載して公告した。
三　原告は、法定の異議申立期間内である昭和四六年四月一〇日に、被告に対し商
標登録異議申立（以下「本件異議申立」という。）をした。
四　被告は、その後前記商標出願公告昭和四六年第九六五一号にあつては標章を
「ソロバツク」とする掲載すべきところ「ソロバツクス」と誤り、商標出願公告昭
和四六年第九六五二号にあつては標章を「ソロバツクス」とするところを「ソロバ
ツク」と誤つていることを発見したとして、昭和四六年五月一二日付の商標公報
に、前記両出願公告は誤りであるから取り消す旨を掲載し、昭和四六年六月一日
に、先の出願公告決定に基づく出願公告であるとして、再度出願公告をした（商標
出願公告昭和四六年第三一三五九号、同昭和四六年第三一三六〇号。）。
五　被告は、昭和四六年八月一〇日、原告の前記二件の本件異議申立について、
「再公告になつたため」との理由により受理しない旨の処分（以下「本件処分」と
いう。）をし、その通知は、同月一八日原告に到達した。
　原告は、昭和四六年一〇月六日被告に対し、本件処分につき行政不服審査法に基
づく異議申立をしたが、被告は昭和四八年一月三〇日右異議申立を却下する旨の決
定をし、右決定は、同年二月四日原告に送達された。
六　本件処分は、違法であるから取り消されるべきものである。
その理由は、次のとおりである。
（一）　本件処分の通知書には、「昭和四四年商標登録願第六〇三四〇号、第六〇
三四一号商標登録異議申立書は、下記理由により受理しない。」とあり、その理由
としては単に「再公告になつたため」とあるのみで、処分の具体的な理由が明示さ
れていない。
　本来、異議申立は、申立人の利害に重大な影響を及ぼすものであるから、法定の
要件を具備した瑕疵のない申立については、不受理とするには法律上の根拠がなけ
ればならないのは当然であり、また、不受理の理由も具体的に示されなければなら
ないことは、登録異議申立という制度が認められていることからして当然である。
　本件異議申立の不受理の理由として「再公告」なるものは、法律の規定にはな
く、また、いかなる場合にされるのか一般的に公示された明確な基準もないのであ
つて、「再公告になつたため」というような理由をもつて本件異議申立を受理しな
いとした処分は違法である。
（二）　被告がした最初の出願公告には、印刷誤植があり、瑕疵のある公告であつ
たことは確かであるが、これは決して何の公告か全く分らないとか、法律上当然無
効のものであるとかいうものではなく、「ソロバツク」、「ソロバツクス」なる商



標の登録出願公告としてされたものであることは一見明白であり、前記のような瑕
疵があつたからといつて、右商標登録に対する異議申立が不適法であり、当然無効
であるということはできない。また、右のような瑕疵があつたからといつて、被告
が任意にその取消公告をし、再度にわたつて出願公告をしうる法律的根拠はない。
商標法第七五条第二項、特許法第一九三条第二項の規定によれば、商標公報に記載
すべき事項は制限的に列挙されている。出願公告制度からみても、同一事件につい
て再度公告することは法的に許されるべきではない。
　商標出願公告がされたことにより、国民はその登録出願について異議申立権とも
いうべき公法上の権利を取得するものであり、さらに、現実に異議申立をすること
により、審査官も出願人も法律上種々の規制を受けることになる（例えば商法第一
七条、特許法第五八条、第六〇条、第六四条等）。
　従つて、出願公告として、公報に印刷されたものが、一見して出願公告とは認め
られないような場合、又は、法律上当然に無効のものである場合であれば、あるい
は右公告の取消、再公告ということもしうるかも知れないが（この場合は最初の公
告となるものは、出願公告といつても、その実質はむしろ出願公告ではないという
べきである。）、本件のように、登録出願している商標「ソロバツク」、「ソロバ
ツクス」並びにその指定商品、出願日、出願人等が明記されており、ただ出願番号
等の誤認と認められるような場合、殊に、既に異議申立がされて事件係属の効果が
発生し、被告は審査官をしてこれを審査させなければならない義務を負い、当事者
に対してもそれぞれの法律関係が生じている場合に、被告が一方的に、法律上の根
拠なく、公告取消、再公告という方法によつて、異議申立を受理しないとして、異
議申立人の権利を奪い去ることは許されないと考える。
　また、被告の行つた取消公告、再公告は、その効力を認めるとすれば、実質的に
は訂正公告の効力を有するにすぎないものとみるべきであり、本件異議申立は適法
に存続したものというべきであつて、これを受理しないとした処分は明らかに違法
である。
（三）　被告が、前記のような瑕疵ある最初の出頭公告補正のために、法律上の規
定はないが、その裁量によつて、取消公告、再公告をしたものとすれば、その裁量
に当つては、出願公告、異議申立の性質等について十分検討し、殊に、既に異議申
立がされている関係を考慮して、異議申立人の権利、利益を害さない方法をとるべ
きである。例えば、訂正公告の方法をとり、申立人に通知して申立の補正を促すと
か、あるいは、もし再公告するならば、少なくともそれに対し異議申立をしうる期
間内に、申立人に理由を明らかにして通知するなど、極めて容易な、しかも、法の
趣旨に即した相当な措置をとりえたはずである。
　しかるに、被告は、本件異議申立書を受領しながら、これをそのままとし、一方
的に取消公告、再出願公告をし、しかも、再公告から六〇日の期間経過をまつて始
めて、原告に、右申立不受理の通知をした。そのため、原告は、再出願公告に対す
る異議申立をすることもできない状態になつたのである。
　右のような、「再公告になつたため」を理由とした本件処分は、国民に対し異議
申立権を与えた法の趣旨を没却するもので、仮りに被告の裁量によつてしたものと
しても、裁量権の濫用であり、違法である。」
　被告指定代理人は、本案前の答弁として、「本件訴を却下する。訴訟費用は、原
告の負担とする。」との判決を求め、その理由として次のとおり述べた。
「原告が登録異議を述べようとしている出願人を松下電器産業株式会社とする商標
登録願昭和四四年第六〇三四〇号出願については、昭和四六年一一月一五日付で登
録査定となり、昭和四七年二月二八日商標権設定登録（登録第九五一六四一号）が
されており、同じく、同会社を出願人とする商標登録願昭和四四年第六〇三四一号
出願については、昭和四六年一一月一六日付で登録査定となり、昭和四七年八月一
六日商標権設定登録（登録第九七五九九八号）がされて、いずれも商標登録を了し
ており、この商標登録の効力を争うためには、商標法第四六条による商標登録無効
の審判手続によるべきであつて、商標登録異議申立によつてその効力を争うことは
できない。すると、原告が本訴において取消しを求める本件処分及びこれに対する
不服の申立てを却下した被告の処分につき、何らかの違法事由が認められ、これを
いずれも取り消すべきものと仮定した場合においても、既に商標が登録ずみである
現在においては、原告のした本件異議申立は、そのような形態において登録商標の
効力を争うことができないものとして再び不受理（却下）とされるにすぎないもの
である。すなわち、本件請求は、その点において訴えの利益を欠き、却下されるべ
きものである。



　そもそも、審査官は、商標登録査定（商標法第一七条、特許法第六〇条、第六二
条参照）をするに当たつては、異議申立の有無にかかわりなく、異議の起りうべき
あらゆる点につき探知検討して適正な査定をすべき職務と権限を有するものであ
り、法が登録異議申立の制度を設けたのは、第三者をして法律所定の期間内に異議
の申立をし、出願に対する審査官の注意を喚起せしめることにより、商標登録が適
正に行われるようにはかつたものにすぎないものであり、審査官は、異議に拘束さ
れることなく出願を許容すべきか否かを、その職権で調査し探知したところにより
判定すべきものであり、本質的には、異議申立は、この判定にあたり参考として考
慮されるに過ぎないものと解されるものである（最高裁昭和三〇年（オ）第五三五
号審決取消請求事件、昭和三六年四月二五日判決参照）。
　すると、仮に被告において、登録異議申立がされている事案につき、この異議申
立を正式に受理することなく、審査官をして登録査定（又は拒絶査定）をさせたと
しても、この異議申立を受理しなかつたという瑕疵（違法）が直ちに登録査定の違
法に結びつくものではなく、いわんや、手続が更に進行し商標権設定登録がされた
のちにおいて、右の瑕疵を主張させることは適当ではない。このため、商標法第四
六条では商標登録無効の審判制度を認めているのであり、登録異議を申立てそれが
認容されなかつた者であろうと、なんら異議申立をしなかつた者であろうと、新た
に、設定された商標登録の効力を争いうる。従つて、商標権設定登録によりその権
利に影響を受ける者は、同法第四六条の商標登録無効の審判により、自己の権利を
譲るべきである。」
　被告指定代理人は、本案につき、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は、原告の
負担とする。」との判決を求め、答弁及び主張として、次のとおり述べた。
「一　請求原因一ないし五の事実は認め、同六の主張は争う。
二　特許庁審査官は、被告がした再度の出願公告である商標出願公告昭和四六年第
三一三五九号、同昭和四六年第三一三六〇号につき、法定の期間内に登録異議申立
がなかつたとして、昭和四六年一一月一五日及び同月一六日付で、それぞれ商標法
第一七条、特許法第六二条に基づく登録査定をし、被告は、商標法第一八条に基づ
き、前者の出願公告に相当する出願に対して昭和四七年二月二八日登録第九五一六
四一号をもつて商標権の設定登録をし、後者の出願公告に相当する出願に対して、
昭和四七年八月一六日に登録第九七五九九八号をもつて商標権の設定登録をしたも
のである。
三　原告は、本件登録異議申立書不受理処分の理由は、ただ「再公告になつたた
め」との記載のみで、具体的な理由が明示されていないから、右不受理処分は、違
法であると主張する。
　しかしながら、不受理処分は、理由の附記が法律上要求されているわけではな
く、理由附記が不明暸であつたとしてもこれにより直ちに不受理としたことが違法
となるわけではない。仮りに、不受理処分に理由附記が義務づけられているものと
しても、理由附記は、一般に処分の客観的合理性・慎重性を担保し、処分庁の恣意
を控制するとともに、処分の理由を処分を受ける者に知らせることにより、不服の
申立てに便宜を与える趣旨に出たものであるから、登録異議申立人に対する不受理
処分書の理由附記の程度は、登録異議申立書を不受理としたその判断の根拠を登録
異議申立人が理解できる程度の具体性を備えておれば足りるものと解される（東京
地判昭和三四年二月四日行裁例集一〇巻二号二八七頁、大阪地判昭和四二年（行
ウ）第一五号昭和四七年三月二六日参照）。
　ところで本件処分の処分理由は、「再公告になつたため」と記載されているので
あるが、これと最初の出願公告の取消が公告されている事実および再出願公告が商
標公報に掲載された事実と相まつて、右附記理由より、最初の出願公告が取り消さ
れ新たに再出願公告がされたので、最初の出願公告に対する本件異議申立は、結局
異議の対象とされている出願公告が存在しなくなつたことに帰し、これを受理する
ことができないものであることが容易に理解できるのである。
　従つて、本件処分の附記理由は、登録異議申立人が理解できる程度の具体性を有
するものである。
四　原告は、原告の本件異議申立は適法なものであると主張する。そもそも、商標
公告制度は、出願され、出願公告決定された商標を国民に周知させ、二重出願を防
止するとともに、公衆審査にかけて登録異議申立を待つものであるから、出願公告
においては、出願人・出願日・出題番号・指定商品・標章が特定されることが不可
欠である。ところで、本件のように、その一つである標章を誤つて公報に掲載した
場合には、再出願公告の根拠法規が存しないとはいえ、そのままでは、一般第三者



が適切な登録異議の申立をすることができないから、被告には、当該出題公告を取
り消し瑕疵のない出願公告をする義務があるものというべく、また、商標登録出願
の公告においては、特許・実用新案の出願公告の場合と異なり、仮保護の権利が発
生することもないから、被告が、先の出願公告を取り消し、あらためて、出願公告
を行なつたことは妥当なものというべきである。
　そうとすれば、先に取り消された出願公告に対してした原告の本件異議申立は、
被告の出願公告の取消公告の存在により、異議の対象を失い、この時点において不
適法なものとなつたというべく、これを不受理とした被告の本件処分は、適法であ
る。」
立証（省略）

　　　　　　　理　　　由

一　被告の本案前の答弁について
　被告か本件処分をしたことについては、当事者間に争いがない。
　被告は、商標登録出願人を松下電器産業株式会社とする商標登録願昭和四四年第
六〇三四〇号出願については、昭和四六年一一月一五日付で登録査定となり、昭和
四七年二月二八日商標権設定登録がされており、同じく同会社を出願人とする商標
登録願第六〇三四一号出願については、昭和四六年一一月一六日付で登録査定とな
り、昭和四七年八月一六日商標権設定登録がされているから、
本件処分に何らかの違法事由があり、これを取り消すべきものと仮定した場合にお
いても、既に商標登録を了している現在においては、原告のした本件異議申立は、
そのような形態において登録商標の効力を争うことができないものとして再び不受
理とされるにすぎないから、本件請求は、その点において訴の利益を欠くと主張す
る。
　しかしながら、原告のした本件異議申立は形式的には適法なものであり（この点
は当事者間に争いがない。）、この点において既に審査官は異議の申立について決
定をすべきであつたのに、これをせず、異議の対象である商標登録出願については
商標権設定登録がされたからという理由で、すべての異議申立が不受理（却下）と
なるというのでは、むしろ、被告の行為により原告の訴の利益が奪われたと等しく
なり、そのような考えは、到底容認することはできない。
　なるほど、商標法第一七条、特許法第五八条第四項によれば、商標登録出願の異
議申立に対する決定に対しては不服を申立てることができないけれども、異議申立
制度が認められている以上、異議申立人は、その異議申立が形式的に適法なもので
ある以上、自己の異議申立について決定をしてもらう権利を有しているのである。
異議申立の制度は、被告が主張するように、単に審査官が商標登録査定をするに当
つて、適正な査定ができるように、第三者をして異議申立をさせ、審査官の注意を
喚起させるためだけのものではない。審査官は、異議に拘束されることなく出願を
許容すべきか否かを職権で調査し、その探知したところにより判定すべきものであ
ることは被告が主張するとおりであるが、このことと形式的に適法な異議申立につ
き異議申立人になんら応答することなく、その異議申立を無視していいかというこ
ととは全然別の問題である。被告は、その主張の根拠づけに最高裁判所の判例を引
用しているが、右判例は、被告の主張を肯認させるについてはなんらの関係もない
ものである。
　被告は、商標権設定登録がされた後は、商標登録無効審判制度によつて自己の権
利を擁護しうるから、本件処分の効力を争う利益はないという趣旨の主張をしてい
るが、商標登録無効の審判を請求することができるということと、本件処分の効力
を争う利権があるかということとは、別の問題である。
　行政庁の処分は、内容的にも瑕疵がないものでなければならないのはもちろん、
手続的にも適正なものでなければならない。前述のように、本件異議申立について
の決定に対しては、不服申立をすることはできないけれども、法が、将来権利の行
使を受けることのありうべき国民の利害をも考慮して、出願公告制度と一体となつ
た異議申立制度を認めたということは、国民に異議申立権とでもいうべき公法上の
権利を認め、その異議申立についての判断をしてもらえるだけの利益を肯認し、審
査官にその利益を尊重すべき義務を課しているものであると解すべきであり、前掲
商標法第一七条、特許法第五八条第一項によれば、審査官は、「異議の申立につい
て決定をしなければならない。」のである。被告の主張によれば、結局、異議申立
については決定をしなくてもよいということになり、その主張の採りえないもので



あることは明らかである。
　なお、原告は、最初の出願公告について登録異議申立をしたのであり、再度の出
願公告（そのような再度の出願公告をしうるかどうかは別の問題として）について
異議申立をしたのではないから、その再度の出願公告について登録査定がされ、商
標権設定登録がされたからといつて、商標権設定登録があつたという事実で、原告
の本件異議申立がその根拠を失ういわれもない。
　よつて、被告の、訴の利益を欠くという主張は理由がない。
二　本件処分の違法性の有無
　請求原因一ないし五の事実は当事者間に争いがない。
　右争いのない事実によれば、最初の出願公告において、被告は「ソロバック」と
すべきを「ソロバックス」と、また、「ソロバックス」とすべきを「ソロバック」
と誤つて商標公報に掲載したというだけのものであり、右が公告に基づいてした原
告の本件異議申立は、形式的に見れば異議申立としてなんらの瑕疵もない。そうで
あるとすれば、被告が右商標公報掲載の誤りをいかなる形で訂正しうるかとの点は
別として、審査官としては先ず原告の適法な本件異議申立について決定をすべきも
のであつたことは前に述べたとおりである。
　それをしないで、適法な原告の異議申立を受理しないとした本件処分は、他の点
を判断をするまでもなく、既にその点で原告の異議申立権を奪うものとして違法で
あつて、取り消されるべきものである。
　被告は、原告の本件異議申立は、被告の出願公告の取消公告の存在によつて異議
の対象を失つたものというべく、この時点において本件異議申立は不適法なものと
なつたと主張するが、ある行政処分なり事実行為なりに基づいて既に具体的な利害
関係をもつ者が生じてきた以上、行政庁としては、その利害関係人に対してなんら
の処置を施すことなく、前にした処分を撤回したり、事実状態を変えたりすること
に許されないものといわなければならない、被告の主張は理由がない。
三　よつて、本件処分が違法であることを理由としてその取消を求める原告の本請
請求は理由があるから、これを正当として認容することとし、訴訟費用の負担につ
いて民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判官　荒木秀一　高林克已　清水利亮）


